
  原小学校　生活のきまり    

 

   【登下校】 
 

    ・通学路を通る。 

    ・登校時間　午前７時５０分～８時１０分   

    ・最終下校時刻　曜日や日課の変更で変わります。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　※下校時刻表で確認してください。 
 
 

   【校内生活】 
 

    ・一度登校したら、勝手に家に帰らない。（忘れ物は取りに行かない。） 

    ・特別教室や体育館には、授業以外では入らない。 

    ・ベランダには、出ない。 

    ・職員駐車場（体育館西側）・職員駐車場での遊び、中庭でのボ－ル遊びは危
　　　険なのでしない。 

　　・アスファルト上は、走らない。運動場へ（から）の移動は、走らず移動する。 

    ・学校での学習に必要ないものは持ってこない。 

    ・小学校生活にふさわしい服装や身だしなみをする。 

　　　　　（髪の毛の長い場合は縛る。前髪は目につかないようにする。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爪は短く切る。など） 

    ・校内での筆記用具は鉛筆を使用する。 

    ・教室移動は静かにならんで右側通行をする。廊下は走らない。 

     ・友達を、～さん付けで呼ぶようにする。 
 

    【校外生活】 
 

　　・自転車乗りの約束《乗ってよい範囲の目安》 

　　　  ①低学年　道路以外の安全な場所（公園・広場など）　　　 

　　　　②中学年　隣の町内まで 

　　　  ③高学年　校区内         ※あくまでも目安です。ご家庭でご判断下さい。 

　　    ＊国道、県道、バス通りでは乗らない。（防波堤は保護者同伴） 

　　    ＊乗るときは、必ずヘルメットを着用する。 

　　　　＊左側走行を心がけること。 

　　　　＊学校に来る時は、グランドには乗り入れて遊んだり、駐輪したりしない。
　　　　　駐車している車にぶつからないよう整えて駐輪する。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（遊具の広場も含む） 
 

　　・帰宅時刻（家に着いている時刻） 

        ☆３月～10月・・・午後５時 

        ☆11月～２月・・・日 没 前 

　　・夜間の外出は、保護者同伴とする。 

　　・線路や駐車場など、危険な場所では遊ばない。（危険な遊びはしない。） 

　　・ＢＢ弾使用のエアガンなど、銃での遊びはしない。 

　　・家の人に、帰宅時刻、遊ぶ場所、遊ぶ友達の名を告げられるようにする。 

　　・知らない人に誘われても、絶対についていかない。 

　　・子ども同士の金品のやりとりは、絶対にやらない。 

　　・ゲ－ムコ－ナ－への出入りはしない。（店頭のゲ－ム機も同様とする。） 

　　・外出時には防犯笛を身につけるなど、不審者対策をする。 

　　・子どもたちたけで、校区外に行かない。 

　　・携帯ゲームや携帯電話等によるＳＮＳ、ゲームの使用は家庭で約束を決めて
　　　行うこと。 
 
 


